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第５章 実行計画 

 

１．施策の体系 

   基本理念を達成するための４つの基本目標ごとに、★を「重点施策」として、☆を「重

点施策であり新たな取組」として設定し、以下の体系で施策を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ (1)認定農業者・認定新規就農者への支援 p32・33 

3636 

 ★ (2)新たな担い手の育成・支援 p34・35 

(3)安全で安心な農産物の生産支援 p36・37 

★ (1)遊休農地の解消 p38・39 

(2)市街化区域農地の維持・活用 p40・41 

(3)農地が持つ多面的機能の発揮 p42・43 

★ (1)ブランド化の推進強化 p44・45 

☆ (1)多様な農にふれあう機会の創出 p48・49 

(2)町田農業の魅力の伝達 p50・51 

○Ⅰ意欲的農業者が安心して 

生産できる環境づくり 

○Ⅱ都市農地の保全と活用 

による多面的機能の発揮 

○Ⅲ立地を活かした地産地消 

の推進 

○Ⅳ多様な交流機会をきっかけ 

とした市民の農に対する魅力 

の向上 

担い手 

農地 

販売 

市民と農とのふれあい 

施 策 

☆ (2)市内産農産物の流通促進 p46・47 

★：重点施策、☆：重点施策であり、新たな取組 

基本目標 
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２．実行計画 

 基本目標Ⅰ：意欲的農業者が安心して生産できる環境づくり 

（１）認定農業者・認定新規就農者への支援【重点】 

    町田市の農業の中心的存在となる農業者を補章に例示する経営モデルに準拠して

認定農業者として認定し、経営相談等の支援を行います。また、町田市で新たに農業

経営を開始した意欲ある農業者を認定新規就農者として認定し、農業に定着するため

の支援を行います。認定者の経営計画達成に向け、農産物の増産や付加価値をつけた

農産物の生産のための施設整備等の経営支援を行います。認定新規就農者が就農５年

後には認定農業者となり、町田市で安定した農業経営を行うことを目指します。 

【主な事業】 

事業名 事業内容 
実施 

主体 

①認定農業者・認

定新規就農者

事業 

認定農業者や認定新規就農者を認定します。計画達

成に向けた施設整備や経営の相談や研修会の開催、

市内イベントでのＰＲ活動等の支援を行います。ま

た認定者で組織する協議会等の活動支援を行いま

す。 

農業振興課 

国、東京都 

町田市農業協同組合 

②都市農業活性

化支援事業【都

事業】 

認定農業者や認定新規就農者等が収益性の高い農

業を展開するために必要な施設を整備して経営力

を強化する取組を支援します。また、下限事業費が

５百万円、上限事業費が１億円と事業規模が大き

く、主に農業用ビニールハウスやハウスと併せて整

備する防災兼用農業用井戸等の基盤整備、トラクタ

ー及び保冷庫等の大型農業用機械整備に利用され

ます。 

農業振興課 

東京都 

③農業振興補助

事業 

農業者が創意工夫を発揮して収益性の高い農業を

求め、経営の改善及び合理化を目指した事業に対し

補助を行います。 

農業振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定農業者のシンボルマーク 都市農業活性化支援事業整備施設 
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【目標】 

事業名 現 状 目 標 

①認定農業者・認

定新規就農者

事業 

認定農業者数：91名 

（2016年４月１日現在） 

認定新規就農者数：３名 

（2016年４月１日現在累計） 

認定農業者数：95名 

（2021 年度） 

認定新規就農者数：６名 

（2021年度累計） 

②都市農業活性

化支援事業【都

事業】 

※実施主体数：５件（累計）  

（2010～2016 年度：前事業の都市農

業経営パワーアップ事業含む）   

実施主体数：５件（累計） 

（2017～2021年度:１件/年） 

③農業振興補助

事業 

認定新規就農者の農業振興 

補助事業実施件数：０件 

（2016年４月１日現在） 

認定新規就農者の農業振興 

補助事業実施件数：５件 

（2021 年度） 

※実施主体とは、３戸以上の農家で構成される営農集団・農業生産法人及び農業経営        

を行う一般法人及び町田市農業協同組合等で都市農業活性化支援事業の補助対象者

としています。 

 

 

【スケジュール】 

事業名 
2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

①認定農業者・認

定新規就農者

事業 

認定、支援     

②都市農業活性

化支援事業【都

事業】 

補助実施     

③農業振興補助

事業 
補助実施     
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（２）新たな担い手の育成・支援【重点】 

    農業研修を実施し、新規就農者や援農ボランティア育成のための研修を実施するこ

とで高齢化や後継者不足による担い手不足の解消を図ると共に、遊休農地の解消を図

ります。新規就農者が安定した農業経営を継続できるよう支援を行います。 

 

【主な事業】 

事業名 事業内容 
実施 

主体 

①農業研修事業 

新たに農業経営を目指す方や農家を支援する援農

者など、「自ら耕作できる技術を持った人材」の育

成をする研修を実施します。 

農業振興課 

民間団体 

②青年就農給付

金事業 

経営が不安定な就農初期段階の認定新規就農者等

に対して給付金を支給し、町田市の農業への定着を

図ります。 

農業振興課 

③新規就農者支

援事業 

栽培講習会の実施や販促機会を設けます。また個々

の経営に関する悩みの解決方法を検討します。 
農業振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 町田市農業研修農場 援農ボランティア育成研修農場 
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【目標】 

事業名 現 状 目 標 

①農業研修事業 

農業研修事業修了者数 

（2010 年度開講からの累計）：67名 

（2016年度） 

援農ボランティア育成研修事業 

（2005 年度からの累計）：153名 

（2016年度） 

農業研修事業修了者数 

（2010年度開講からの累計）:117名 

（2021 年度） 

援農ボランティア育成研修事業 

（2005 年度からの累計）：193名 

（2021 年度） 

②青年就農給付

金事業 

青年就農給付金受給者の定着数

（営農を５年以上継続している者）： 

０名 

（2016年４月１日現在事業開始

から３年のため） 

青年就農給付金受給者の定着数 

（営農を５年以上継続している者）： 

６名 

（2021 年度） 

③新規就農者支

援事業 

認定新規就農者の農業振興 

補助事業実施件数：０件 

（2016年４月１日現在） 

認定新規就農者の農業振興 

補助事業実施件数：５件 

（2021年度累計） 

 

 

【スケジュール】 

事業名 
2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

①農業研修事業 実施   事業検証  

②青年就農給付

金事業 
給付     

③新規就農者支

援事業 

講習会や販

促機会の提

供 
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（３）安全で安心な農産物の生産支援 

    市内畜産農家が生産した堆肥が市内で消費されるよう支援し、資源循環を促進して

環境に優しい農業を推進します。併せて、東京都エコ農産物認証制度を推進すること

により、市民が日頃から安心安全な市内産農産物を購入できる環境を目指します。 

また、アライグマやハクビシン、イノシシといった加害獣による農作物被害が深刻

化しています。市内産農産物の安定した供給を確保するため、町田市農業協同組合や

町田猟友会等の関係団体と連携して特に被害の多い地区について重点的に被害防止

策を講じていきます。 

 

【主な事業】 

事業名 事業内容 
実施 

主体 

① 堆肥流通促進

事業 

農産物を生産する市内農業者等に対し、市内畜産農

家が生産する堆肥を購入する経費を補助すること

により、市内産堆肥の流通促進を図ります。安心・

安全で環境に優しい農産物の生産に取り組む東京

都エコ農産物認証取得者を中心に、事業の活用を促

していきます。 

農業振興課 

②農作物獣害防

止対策事業 

増加する加害獣による農作物への被害を防止する

ため、関係団体と連携して被害のあった農地等へ箱

罠やくくり罠を設置して加害獣の捕獲を行い個体

数の減少を図ります。また、被害防除に対する方策

を検討・実施します。 

農業振興課 

町田市農業協同組合 

農業者 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

被害を受けた農産物 
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【目標】 

事業名 現 状 目 標 

①堆肥流通促進

事業 

エコ認証取得者人数：19名 

（2016年度） 

エコ認証取得者人数：30名 

（2021 年度） 

②農作物獣害防

止対策事業 

加害獣侵入防止柵設置件数： 

０件 

（2016年度） 

加害獣侵入防止柵設置件数： 

20件 

（2018～2021年度累計） 

 

 

【スケジュール】 

事業名 
2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

①堆肥流通促進

事業 

補助事業の

実施 
    

②農作物獣害防

止対策事業 

加害獣の 

捕獲 

侵入防止柵

設置補助金

検討・実施 
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 基本目標Ⅱ：都市農地の保全と活用による多面的機能の発揮 

（１）遊休農地の解消【重点】 

    農業経営基盤強化促進法に基づき、市街化調整区域にある担い手不足により増加し

ている遊休農地を新たな担い手にあっせんし、農地としての利活用を図ります。一方、

市街化区域にある農地については、現行制度ではあっせんすることができませんが、

生産緑地の貸借に関する制度改正に向けた国の動向を注視しながら、農地あっせん制

度の拡大を研究していきます。農地の整備が必要な場合は、整備費の一部を補助しま

す。農業委員と農地利用最適化推進委員による農地パトロールを実施します。また、

条件の悪い農地への農道整備を行います。 
 

【主な事業】 

事業名 事業内容 
実施 

主体 

①農地利用集積

円滑化事業 

【市街化調整区域】 

農地バンク、担い手バンクの登録を行い、マッチン

グし貸借します。借り受けた農地で整備が必要な場

合に費用の一部を補助します。 
農業振興課 

農業委員会 
【市街化区域】 

制度改正に向けた国の動向を注視しながら、農地あ

っせん制度の拡大を研究していきます。 

②農地パトロー

ル事業 

営農されるべき農地について、十分な営農がされて

いない場合に、適正な管理がなされるように指導す

るとともに、耕作できない農地の農地バンクへの登

録を推進します。 

農業委員会 

③農地農道整備

事業 

北部丘陵内の活用されていない農地を活用できる

ようにするため、農道と畑面の整備を行います。 
北部丘陵整備課 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備された農道 農地利用集積円滑化事業 農地あっせん農地 
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【目標】 

事業名 現 状 目 標 

① 農地利用集積

円滑化事業 

農地のあっせん面積：15.3ｈａ 

（2016年度） 

農地のあっせん面積：20.0ｈａ 

（2021 年度） 

② 農地パトロー

ル事業 

農地バンク登録面積：16.0ｈａ 

（2016年度） 

農地バンク登録面積：21.0ｈａ 

（2021 年度） 

③ 農地農道整備

事業 

農道整備：2,956ｍ 

（2009～2015年度実績） 

農地整備：10,369㎡ 

（2009～2015年度実績） 

農道整備：790ｍ 

（2017～2021年度） 

農地整備：20,002㎡ 

（2017～2021年度） 

 

 

【スケジュール】 

事業名 
2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

①農地利用集積

円滑化事業 

農地 

あっせん 

 

 
   

②農地パトロー

ル事業 

農地 

パトロール 
    

③農地農道整備

事業 

農地農道 

整備 
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（２）市街化区域農地の維持・活用 

    市民が気軽に農とふれあうことのできる農業者が開設する体験農園や収穫体験農

園、農家開設型の貸農園について、制度の周知や関係団体と連携しながら広報等の支

援を行い、市街化区域農地の維持・活用を図ります。 

 

 

【主な事業】 

事業名 事業内容 
実施 

主体 

①農業体験事業 

市内３箇所の市営市民農園の管理運営、農業者が

開設する体験農園及び収穫体験農園（観光農園）

や貸農園等、さまざまな農業体験を市民にＰＲ

し、利用者募集などの広報を行います。 

農業振興課 

町田市農業協同組合 

農業者 

民間団体 

②農地パトロール

事業【再掲】 

営農されるべき農地について、十分な営農がされ

ていない場合に、適正な管理がなされるように指

導し、農地を保全します。 

農業委員会 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
市民農園 農地パトロールの様子 
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【目標】 

事業名 現 状 目 標 

①農業体験事業 

計 27園（2015年度） 

市民農園：３園、体験農園：８園、 

収穫体験農園：12 園、 

農家開設型貸農園：４園 

計 35園（2021年度） 

 ※農家開設型の貸農園や体験農園

を中心に農業体験機会の創出を図

る。 

②農地パトロール

事業【再掲】 

要改善件数に対する改善率： 

80％（2016年度） 

要改善件数に対する改善率： 

90％（2021 年度） 

  

 

【スケジュール】 

事業名 
2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

①農業体験事業 

運営、開

設・ＰＲ 

支援 

    

②農地パトロール

事業【再掲】 

パトロー

ル実施 
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（３）農地が持つ多面的機能の発揮 

    都市農地は、多様な機能を有しています。市内に多く残る水田には市民に潤いと安

らぎを与える田園景観の形成や洪水防止、生物の多様性の保全等の機能があり、多く

の生産緑地は防災協力農地として協定を結んでいます。良好な景観の形成、生物多様

性の保全、洪水防止・避難場所等の防災機能など都市農地の活用を通して多様な機能

の発揮に努めます。 

 

【主な事業】 

事業名 事業内容 
実施 

主体 

①七国山景観作

物協定事業（薬

師池公園四季

彩の杜北園事

業） 

来訪者に農の風景を楽しんでもらえるよう地元の

農家組合と協定を結び、七国山地区に１年を通して

景観の作物（そば・菜の花・ひまわり等）を栽培し

ます。収穫物は加工・販売を行います。薬師池公園

四季彩の杜北園開園の後にも引き続き美しい農の

風景を維持し、多くの市民が味わえるような加工品

等を開発し提供します。 

農業振興課 

民間団体 

②水田保全事業 
水田の良好な景観や機能が損なわれることのない

よう面積減少を抑制し保全します。 

農業振興課 

産業観光課 

民間団体 

③災害時協力農

地・井戸協定事

業 

災害時の一時避難場所・応急対策場所としての活用

及び井戸水の給水協力について、協定を結んでいま

す。 

防災安全課 

町田市農業協同組合

農業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内の田んぼ 七国山の菜の花畑 
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【目標】 

事業名 現 状 目 標 

①七国山景観作

物協定事業 

１年を通して景観作物（そば・

菜の花等）を栽培・収穫し加工

品として市民に提供する 

事業継続 

②水田保全事業 
水田保全奨励金交付 

（2016年度） 
事業継続 

③災害時協力農

地・井戸協定事

業 

災害時協力農地登録面積： 

畑 130,455.77㎡、 

田 6,365.00㎡ 

（2016年３月現在） 

災害時協力井戸件数： 

262件 

（2015年 11月現在） 

協定継続 

 

 

【スケジュール】 

事業名 
2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

①七国山景観作

物協定事業 

景観作物 

栽培 

    

②水田保全事業 
水田保全 

事業 
    

③災害時協力農

地・井戸協定事

業 

協定締結     
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 基本目標Ⅲ：立地を活かした地産地消の推進 

（１）ブランド化の推進強化【重点】 

    市内産農産物のシンボルマーク「まち☆ベジ」を軸として、安心安全な農産物のブ

ランド化を目指します。町田ならではの付加価値をつけることの検討もおこないます。 

インターネットで市内の直売所、農業体験情報、農家の紹介やＳＮＳを利用した農家

からの情報発信など、気軽に農業情報を得ることができるようにします。このほか、

薬師池公園四季彩の杜のゲートハウスでは市内農業の情報を発信し、公園を訪れた市

内外の方々にＰＲを行います。このような取組で農業が益々身近になります。 

 

【主な事業】 

事業名 事業内容 
実施 

主体 

①まち☆ベジ推

進事業 

シンボルマーク「まち☆ベジ」を活用した配布物や

のぼり旗の作成等により、市内農産物の販売促進を

目的としたＰＲ活動を実施します。 

単なる市内産の安心安全な農産物ということだけ

でなく、町田ならではの付加価値をつけることの検

討を行います。 

インターネットを利用した市内農業の情報発信を

行います。 

農業振興課 

町田市農業協同組合 

農業者 

民間団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

まち☆ベジマークを使用した販売 市内産農産物シンボルマーク 
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【目標】 

事業名 現 状 目 標 

①まち☆ベジ推

進事業 

付加価値のついた農産物のブラ

ンドがない 

市と町田市農業協同組合、市内

農家でブランド化について検討

し、付加価値を見出し、市内外

にＰＲをしていく 

インターネットを利用した市内

の農業情報の発信 

市民の市内産農産物シンボルマーク 

「まち☆ベジ」の認知度：14.2％ 

（2012年度） 

市民の市内産農産物シンボルマーク 

「まち☆ベジ」の認知度：30.0％ 

（2021 年度） 

 

 

【スケジュール】 

事業名 
2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

①まち☆ベジ推

進事業 

販売促進 

ＰＲ活動の

実施 

 

 

 

 

 

 

インターネ

ットを利用

した市内の

農業情報の

発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブランド化

検討 

インターネ

ットを利用

した市内の

農業情報発

信に向けた

検討・準備 
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（２）市内産農産物の流通促進【重点】 

    学校給食への食材供給は子どもの食育につながる一方、農家の安定した出荷先にな

っています。しかし農業者自身が農作物を配送するには限りがあり、学校給食だけで

なく市内レストラン等からの多くの需要にも応えることができていません。市内産農

産物を安定的に生産・供給できる流通システムを構築することで販路が増え、農産物

の活用方法の幅も広がり、農商工連携も進み、農業者の生産意欲を喚起し、生産量と

供給量の増加を図ります。 

 

【主な事業】 

事業名 事業内容 
実施 

主体 

①学校給食食材

供給事業 

小学校と農業者をつなぎ、給食への安心安全な市内

産農産物の供給量の増加と食育の推進を図ります。

学校給食コーディネート体制の構築・契約栽培、配

送方法を検討します。 

農業振興課 

保健給食課 

農業者 

町田市農業協同組合 

民間団体 

②市内産農産物

流通促進事業 

市内産農産物を安定供給するための流通システム

を確立し、農業者の販路を拡大します。市内産農産

物を使うレストランや販売店を「まち☆ベジ」使用

店として登録し、使用店を増やします。 

農業振興課 

町田市農業協同組合 

民間団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町田市農業協同組合 アグリハウス鶴川 小学校の給食時間の風景 
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【目標】 

事業名 現 状 目 標 

①学校給食食材

供給事業 

農産物重量ベース上位 10品目※

に占める市内産の割合：7.4％ 

（2015年度） 

農産物重量ベース上位 10品目に

占める市内産の割合：15.0％ 

（2021 年度） 

②市内産農産物

流通促進事業 

「まち☆ベジ」使用登録店舗数： 

36店舗 

（2015年度） 

「まち☆ベジ」使用登録店舗数： 

50店舗 

（2021 年度） 

※2015年度の購入量上位 10品目は上からタマネギ、ジャガイモ、ダイコン、キャベツ、

ニンジン、長ネギ、ハクサイ、コマツナ、キュウリ、トマト。 

 

 

【スケジュール】 

事業名 
2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

①学校給食食材

供給事業 

小学校と農

家との相対

方式での取

引給食への

供給促進 

 

コーディネ

ート体制の

構築 

 

 

 

 

 

 

コーディネ

ート体制の

仮稼動 

 

 

 

 

 

 

コーディネ

ート体制本

稼動 

 

 

 

 

 

 

 

 

②市内産農産物

流通促進事業 

流通システ

ムの構築 

流通システ

ム仮稼働 

流通システ

ム本稼働 
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 基本目標Ⅳ：多様な交流機会をきっかけとした市民の農に対する魅力の向上 

（１）多様な農にふれあう機会の創出【重点】 

市民が農とふれあう機会を増やすため、市民農園、体験農園や観光農園、貸農園に

ついて、制度の周知や関係団体と連携しながら広報等の支援を行っていきます。また、

薬師池公園四季彩の杜に体験農園や市内産農産物直売所を整備し、市民が手軽に市内

産農産物を購入できるようにして、市内外に「町田市」と「町田市の農業」をＰＲで

きる魅力的なスポットとなるよう整備します。 

 

【主な事業】 

事業名 事業内容 
実施 

主体 

①薬師池公園四季彩

の杜 ゲートハウ

ス・西園事業 

作付から収穫、食べるところまで、気軽に楽しめる

体験農園や農産物直売所を開園します。 

農業振興課 

公園緑地課 

産業観光課 

民間団体 

②薬師池公園四

季彩の杜北園

事業 

ふるさと農具館やファーマーズセンターの機能改

善の検討、その周辺の公園用地の活用を図ります。 

農業振興課 

公園緑地課 

産業観光課 

民間団体 

③農業体験事業

【再掲】 

市内３箇所の市営市民農園の管理運営、農業者の運営する体験

農園及び収穫体験農園（観光農園）や貸農園等、さまざまな農

業体験を市民にＰＲし、利用者募集などの広報を行います。 

農業振興課 

町田市農業協同組合 

農業者 

民間団体 

④食育ツーリズ

ム事業 
農業と商業の協働による食育の取組を行います。 

保健予防課 

農業振興課 

産業観光課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町田薬師池公園四季彩の杜 

市では 2014 年６月に「町田薬師池公園四季彩の杜魅力

向上計画」を策定しました。薬師池周辺を一つの公園とし

て捉え「四季を通して花・風景・回遊を楽しめる魅力ある

公園」をコンセプトに事業展開を図っています。 

農業に関係する部分では、公園全体の玄関口としての機

能を持つゲートハウスに農産物直売所を設け、新鮮で安心

安全な市内産の農産物が購入できるようになります。西園

にかけては来園者が気軽に農にふれあうことができる体

験農園エリアを設けます。「七国山ファーマーズセンター」

は北園のビジターセンターとして機能を拡充しリニュー

アルオープンします。「ふるさと農具館」は、展示替え等

を行いより魅力的な施設とします。 

ゲートハウス・西園は 2020 年度、北園は 2021年度にオ

ープンし、多くの方が一年を通して四季を楽しめる、観光

の拠点となる予定です。 

 



第５章 実行計画 

49 

 

【目標】 

事業名 現 状 目 標 

①薬師池公園四

季彩の杜 ゲ

ートハウス・西

園事業 

基本設計策定 

（2016年度） 

薬師池公園四季彩の杜 

ゲートハウス・農業体験エリア： 

開園・運営開始 

（2020 年度） 

②薬師池公園四

季彩の杜北園

事業 

ふるさと農具館、 

七国山ファーマーズセンター運営 

薬師池公園四季彩の杜 

北園エリア： 

開園・運営開始 

（2021年度） 

③農業体験事業 

 【再掲】 

計 27園（2015年度） 

市民農園：３園、体験農園：８園、 

収穫体験農園：12 園、 

農家開設型貸農園：４園 

計 35園（2021年度） 

※農家開設型の貸農園や体験農園を

中心に農業体験機会の創出を図る。 

④食育ツーリズ

ム事業 
実施 実施 

 

 

【スケジュール】 

事業名 
2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

①薬師池公園四

季彩の杜 ゲ

ートハウス・西

園事業 

ゲートハウ

ス・西園運

営検討 

  

ゲートハウ

ス・西園運

営 

 

②薬師池公園四

季彩の杜北園

事業 

北園エリア

機能改善の

検討 

   
北園エリア

運営 

③農業体験事業

【再掲】 

市民農園の

管理・運営 
    

④食育ツーリズ

ム事業 

食育ツーリ

ズム実施 
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（２）町田農業の魅力の伝達 

    市民が町田の農に触れることのできるイベントとして町田市の農業祭を開催し、都

市農業の重要性を認識してもらうため、町田市の農業を積極的にＰＲするとともに、

商工業者との連携を通して町田市の農業の活性化に繋げます。 

    薬師池公園四季彩の杜のゲートハウスや農業体験エリア、ふるさと農具館、ファー

マーズセンター等で幅広く町田の農業の魅力を伝えます。 

 

【主な事業】 

事業名 事業内容 
実施 

主体 

①農業祭事業 

農業者の生産意欲の高揚と、都市農業の重要性の認識と

理解を深めることなどを目的に農業祭を実施し、町田市

の農業を積極的にＰＲするとともに、商工業者との連携

を通して町田市の農業の活性化に繋げます。 

農業振興課 

町田市農業協同組合 

②ふるさと農具

館事業 

市の農業の歴史及び農家の生活様式を紹介し、市民の農

業に関する知識の普及と関心の向上を図る施設として活

用します。また薬師池公園四季彩の杜のブランド力向上

に寄与できる施設にします。 

農業振興課 

公園緑地課 

民間団体 

③七国山ファー

マーズセンタ

ー事業 

自然や農業とふれあうことのできる拠点施設として活用

します。薬師池公園四季彩の杜北園のビジターセンター

として機能拡充等を行います。 

農業振興課 

公園緑地課 

民間団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町田市農業祭 

町田市農業祭は例年、キラリ☆まちだ祭との合同開催

で実施され、町田市の農業のＰＲを目的として農産物品

評会（野菜の部、植木の部に分け販売可能なものを審査）

の他、農産物即売会や野菜で作られた宝船や御輿、花で

作られたまち☆ベジマークの展示を行っています。展示

された農産物は来場者に対して販売し、例年多くの方に

市内産農産物の質の良さを実感していただき、「見ても

食べても」ご好評をいただいております。 

この他、年間を通した取組として、ハウストマトやキュウリ等の野菜を対象に、農

技術 競技会（作物に加え圃場の状態を審査）や畜産共進会（家畜の改良成果の審査）

を実施し、安心安全な美味しい農産物を作るための技術の研鑽を図っています。 

こうした審査を経て優秀な賞を獲得した農業者に成果を褒め称える賞状を授与し、農

業者相互の生産意欲の向上を図っています。 

町田市農業祭の様子 
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【目標】 

事業名 現 状 目 標 

①農業祭事業 
来場者数：5,550人 

（2016年度） 

来場者数：10,000人 

（2021 年度） 

②ふるさと農具

館事業 

年間入館者数：29,351 人 

（2015年度） 

年間入館者数：32,000 人 

（2021 年度） 

③七国山ファー

マーズセンタ

ー事業 

年間入館者数：11,961 人 

（2015年度） 

年間入館者数：32,000 人 

（2021 年度） 

 

 

【スケジュール】 

事業名 
2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

①農業祭事業 実施     

②ふるさと農具

館事業 
運営     

③七国山ファー

マーズセンタ

ー事業 

管理・運営

及び機能拡

充等の検討 

   

ビジターセ

ンター機能

開設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 七国山ファーマーズセンター ふるさと農具館 
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第６章 計画の進め方 

 

 本計画の推進にあたっては、農業者や町田市農業協同組合、民間団体、市民、行政等の各

主体が適切に役割分担・協力をして、事業を推進していく必要があります。 

そのため、農業者や町田市農業協同組合、民間団体、市民、学識経験者、行政（市・都）

で構成する「（仮称）町田市農業振興計画推進委員会」を立ち上げ、定期的に各事業の進捗

確認や評価等の進行管理を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○新鮮で安心安全な農産物の生産・供給 

○市民の理解を得られる営農活動の実施 

○市民が農とふれあう場の提供 

○農地の保全及び適正管理と有効活用 

 

 

○市内産農産物の積極的な購入・使用店の利用 

○市内産農産物の使用による食育の推進 

○農作業体験への積極的な参加による農業への

理解 

○市内産農産物の販売・流通の拡大 

○農商工連携の促進 

○農業後継者の育成・積極支援 

○農業者の営農活動・経営の支援 

○農業に関する積極的な情報の収集・発信 

○市民が農とふれあう場の確保 

○農業者の経営基盤の強化 

○農業の新たな担い手の育成 

○都市農業に対する理解の醸成に関する取組 

行 政 

の役割                   

農業関係団体 

や民間団体 

の役割 

農業者 

の役割 

 

市 民 

の意識 
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補 章 経営モデルの設定 

 

町田市の農業は、全国的な傾向と同様に担い手や農地の減少が顕著な状況である中で、野

菜、植木・花き、畜産、貸し農園・体験農園・観光農園の運営など、多様な農業経営を展開

しています。 

農業者それぞれの条件に応じて適切な目標を設定し、その目標を農業者一人ひとりが達成

することで、多くの市民に鮮度の高い安心安全な農産物を届けられたり、農作業を体験する

ことで農を感じられるようになるなど、農業をきっかけとした豊かな市民生活を提供できま

す。 

こうした観点から町田市では、農業者一人ひとりが適切な目標を持って農業経営に取り組

めるよう、農業者が将来目指すべき姿の指標として、経営モデルを以下のように設定しまし

た。なお、東京都農業基本方針に基づき、農業者の条件に応じて、５年後に目指す年間農業

所得の目標を 1,000万円・600万円・300万円に設定しました。 

 

＜農業所得別経営体モデル＞ 

１ 町田市の農業をリードする経営体モデル（所得目標 1,000万円） 

２ 地域の農業を担う経営体モデル（所得目標 600万円） 

３ 農業の広がりを支える経営体モデル（所得目標 300万円） 

 

認定農業者の所得の現状・目標 

認定農業者は、地域農業の中心的存在として営農をしており、質の高い農産物を生産して

いる観点からも重点的に支援をしていく必要があります。 

認定農業者の所得の現状について、目標としている経営モデルごとに分類したところ、「町

田市の農業をリードする経営体モデル」は３名、「地域の農業を担う経営体モデル」は９名、

「農業の広がりを支える経営体モデル」は 77名でした。本計画の実行により、町田市の農

業をリードする経営体モデルが５名、地域の農業を担う経営体モデル 15名、農業の広がり

を支える経営体モデル 80名確保することを目標とします。 

 

 

経営モデル 現状の目標 目標（2026年度） 

町田市の農業をリードする経営体モデル 

（所得目標 1,000 万円以上） 
３名 ５名 

地域の農業を担う経営体モデル 

（所得目標 600万円以上 1,000万円未満） 
９名 15名 

農業の広がりを支える経営体モデル 

（所得目標 300万円以上 600万円未満） 
77名 80名 
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１．野菜を主にした経営体モデル            <※施設：農業用ハウス等> 

所得目標 

（万円） 
営農モデル 

経営耕地（ａ） 

（※施設面積（ａ）） 

作付面積(ａ) 

労働力 

（人） 
主な品目 

主な施設 

・機械 

1,000 

施設、露地野

菜の直売と市

場出荷を組み

合わせた経営 

200 

（施設 20） 

400 

４ 

雇用 2.5 

ﾄﾏﾄ､ﾅｽ､ｷｭｳﾘ､

ﾎｳﾚﾝｿｳ､ｺﾏﾂﾅ、

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、ﾀﾞｲ

ｺﾝ、ｷｬﾍﾞﾂ 

ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ、ﾄﾗ

ｸﾀｰ、移植機、

暖房機、播種

機、ﾊﾝﾏｰﾅｲﾌ、

予冷庫、洗浄

機 

600 
施設、露地野

菜の直売経営 

150 

（施設 15） 

300 

４ 

雇用１ 

ﾄﾏﾄ､ﾅｽ､ｷｭｳﾘ､

ﾎｳﾚﾝｿｳ､ｺﾏﾂﾅ、

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、ﾀﾞｲ

ｺﾝ、ｷｬﾍﾞﾂ 

ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ、ﾄﾗ

ｸﾀｰ、移植機、

播種機、ﾊﾝﾏｰ

ﾅｲﾌ、予冷庫、

洗浄機 

300 
施設、露地野

菜の直売経営 

80 

（施設 10） 

120 

３ 

雇用 0.5 

ﾄﾏﾄ､ﾅｽ､ｷｭｳﾘ､

ﾎｳﾚﾝｿｳ､ｺﾏﾂﾅ、

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、ﾀﾞｲ

ｺﾝ、ｷｬﾍﾞﾂ 

ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ、ﾄﾗ

ｸﾀｰ、播種機、

予冷庫、洗浄

機 

300 
露地野菜の市

場出荷経営 

100 

（施設 0） 

150 

３ 

雇用 0.5 

ﾅｽ､ｷｭｳﾘ､ﾎｳﾚﾝ

ｿｳ､ｺﾏﾂﾅ、ﾌﾞﾛ

ｯｺﾘｰ、ﾀﾞｲｺﾝ、

ｷｬﾍﾞﾂ 

ﾄﾗｸﾀｰ、播種

機、予冷庫、

洗浄機 

300 

野菜直売と農

産物加工販売

を組み合わせ

た経営 

50 

（施設 10） 

80 

２ 

ﾄﾏﾄ､ﾅｽ､ｷｭｳﾘ､

ﾎｳﾚﾝｿｳ､ｺﾏﾂﾅ、

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、ﾀﾞｲ

ｺﾝ、ｷｬﾍﾞﾂ 

加工施設、ﾊﾟ

ｲﾌﾟﾊｳｽ、ﾄﾗｸﾀ

ｰ、予冷庫 

 

２．観光農園・体験農園を主にした経営体モデル 

所得目標 

（万円） 
営農モデル 

経営耕地（ａ） 

（※施設面積（ａ）） 

作付面積(ａ) 

労働力 

（人） 
主な品目 

主な施設 

・機械 

600 

観光農園と農

産物加工販売

を組み合わせ

た経営 

100 

（施設 5） 

120 

３ 

雇用１ 

ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ､ﾄﾏ

ﾄ、ﾅｽ､ｷｭｳﾘ､

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、ﾀﾞｲ

ｺﾝ 

防鳥網施設､

ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ、ﾄﾗ

ｸﾀｰ､播種機、

加工施設 

300 

観光農園と直

売を組み合わ

せた複合経営 

80 

（施設 0） 

100 

３ 

ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ､ﾄﾏ

ﾄ、ﾅｽ､ｷｭｳﾘ､

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、ﾀﾞｲ

ｺﾝ 

防鳥網施設､

ﾄﾗｸﾀｰ､播種

機 
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所得目標 

（万円） 
営農モデル 

経営耕地（ａ） 

（※施設面積（ａ）） 

作付面積(ａ) 

労働力 

（人） 
主な品目 

主な施設 

・機械 

300 

体験農園と直

売を組み合わ

せた複合経営 

100 

（施設 5） 

150 

２ 

ﾄﾏﾄ､ﾅｽ､ｷｭｳ

ﾘ､ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、

ﾀﾞｲｺﾝ 

ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ、ﾄﾗ

ｸﾀｰ、播種機、

ﾊﾝﾏｰﾅｲﾌ、予

冷庫 

 

３．植木を主にした経営体モデル 

所得目標 

（万円） 
営農モデル 

経営耕地（ａ） 

（※施設面積（ａ）） 

作付面積(ａ) 

労働力 

（人） 
主な品目 

主な施設 

・機械 

600 
緑化木を主と

した植木経営 

150 

（施設 5） 

150 

３ 

雇用１ 

ﾊﾅﾐｽﾞｷ､ｺﾆﾌｧ

ｰ､ﾂﾂｼﾞ 

育苗ﾊｳｽ､ｸﾚｰ

ﾝ付ﾄﾗｯｸ､ﾊﾞｯ

ｸﾎｰ 

300 

植木の生産、

販売を主とし

た経営 

80 

（施設 0） 

80 

２ 

ﾊ ﾅ ﾐ ｽ ﾞ ｷ ､ ﾂ ﾂ

ｼﾞ､ｼｬﾗ､ﾔﾏﾎﾞ

ｳｼ 

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ､

ﾊﾞｯｸﾎｰ 

 

４．花きを主にした経営体モデル 

所得目標 

（万円） 
営農モデル 

経営耕地（ａ） 

（※施設面積（ａ）） 

作付面積(ａ) 

労働力 

（人） 
主な品目 

主な施設 

・機械 

600 
切り花の市場

出荷経営 

20 

（施設 20） 

20 

３ ﾊﾞﾗ 

園芸用ハウ

ス、暖房機、

溶液供給装

置 

600 

花壇苗・鉢花

を主とした市

場出荷経営 

20 

（施設 10） 

20 

２ 花壇苗、鉢花 

園芸用ハウ

ス、暖房機、

自動潅水装

置 

300 

切り花の市場

出荷と直売を

組み合わせた

経営 

35 

（施設 5） 

50 

２ 
ﾀﾞﾘｱ､ｹｲﾄｳ､ｵ

ﾐﾅｴｼ 

園芸用ハウ

ス、暖房機 
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５．畜産を主にした経営体モデル 

所得目標 

（万円） 
営農モデル 

経営耕地（ａ） 

飼養頭・羽数 

（家畜の種類） 

労働力 

（人） 
主な品目 

主な施設 

・機械 

1,000 

酪農と自家製

乳製品の直売

を組み合わせ

た経営 

100 

40 頭 

（経産牛） 

２ 

雇用２ 

生乳、乳製

品、堆肥 

牛舎、ﾐﾙｶｰ、

ﾊﾞﾙｸｸｰﾗｰ、自

動給餌機、ふ

ん尿処理施

設、加工販売

施設 

600 

高能力牛群の

飼育と堆肥の

生産・販売を

行う経営 

100 

30 頭 

（経産牛） 

２ 生乳、堆肥 

牛舎、ﾐﾙｶｰ、

ﾊﾞﾙｸｸｰﾗｰ、自

動給餌機、ふ

ん尿処理施

設 

600 

黒毛和種の飼

育と堆肥の生

産・販売を行

う経営 

100 

20 頭 

（肉牛） 

２ 肉牛、堆肥 
牛舎、ふん尿

処理施設 

600 

TOKYO X等の飼

育を主とした

養豚経営 

30 

50 頭 

（種豚） 

２ 
TOKYO X、肉

豚、堆肥 

豚舎、ふん尿

処理施設、飼

料調整施設 

600 

採卵鶏と自家

製卵製品の直

売を組み合わ

せた経営 

30 

4,000 羽 

（採卵鶏） 

３ 

雇用２ 

鶏卵、卵製

品、堆肥 

鶏舎、ふん尿

処理施設、加

工販売施設 

300 

庭先販売を主

とした養鶏経

営 

30 

2,000 羽 

（採卵鶏） 

２ 鶏卵、堆肥 
鶏舎、ふん尿

処理施設 
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附属資料 

 

 １．策定経過 

日時 委員会種別 内 容 

2016年 

５月 23日（月） 

14：00～ 

第１回 

策定検討委員会 
・計画素案について 

2016年 

７月 11日（月） 

13：30～ 

第２回 

策定検討委員会 
・計画案について 

2017年 

１月 10日（火） 

13：30～ 

第３回 

策定検討委員会 

・パブリックコメントについて 

・計画案について 

   

2016年 

２月９日（火） 

13：30～ 

2015年度第１回 

庁内検討委員会 

・町田市の農業・農地について 

・計画の概要について 

・策定スケジュールについて 

2016年 

４月 15日（金） 

10：00～ 

2016年度第１回 

庁内検討委員会 

・骨子ついて 

・各課における農業との関わりについて 

・市農業の課題等について 

2016年 

５月 13日（金） 

13：30～ 

2016年度第２回 

庁内検討委員会 
・計画素案について 

2016年 

６月 30日（木） 

10：00～ 

2016年度第３回 

庁内検討委員会 
・計画案について 

2016年 

11月 22日（火） 

9：30～ 

2016年度第４回 

庁内検討委員会 

・パブリックコメントについて 

・計画案について 
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 ２．第４次町田市農業振興計画策定検討委員会設置要綱 

 

第１ 設置 

第４次町田市農業振興計画の策定に関し、農業関係者等の意見を聴取するため、第４

次町田市農業振興計画策定検討委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

第２ 役割 

委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。 

（１）第４次町田市農業振興計画の策定に関すること。 

（２）前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 

第３ 組織 

１ 委員会は、委員１１人以内をもって組織する。 

２ 委員は、別表に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

 

第４ 委員の任期 

委員の任期は、委員会が第２の規定による報告をしたときまでとする。 

 

第５ 委員長 

１ 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理

する。 

 

第６ 会議 

１ 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めること

ができる。 

 

第７ 庶務 

委員会の庶務は、経済観光部農業振興課において処理する。 

 

第８ 委任 

この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に

諮って定める。 
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附 則 

１ この要綱は、２０１６年２月１日から施行する。 

２ この要綱は、２０１７年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

別表（第３関係） 

  委員 

学識経験を有する者 １人 

市内の農業者の代表 ２人以内 

町田市農業協同組合の代表 １人 

東京都農業会議の代表 １人 

町田市消費生活センター運営協議会の代表 １人 

流通事業者の代表 １人 

農業に係るＮＰＯ法人の代表 １人 

東京都農業振興事務所の職員 １人 

東京都南多摩農業改良普及センターの職員 １人 

町田市農業委員会委員 １人 
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 ３．第４次町田市農業振興計画策定庁内検討委員会設置要綱 

 

第１ 設置 

第４次町田市農業振興計画の策定に関し必要な事項を庁内において検討するため、第

４次町田市農業振興計画策定庁内検討委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

第２ 所掌事務 

委員会は、次に掲げる事項について検討する。 

（１）第４次町田市農業振興計画の策定に関すること。 

（２）前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 

第３ 組織 

１ 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、経済観光部農業振興課長をもって充てる。 

３ 委員は、次に掲げる課の職員のうちから、市長が委嘱し、又は指名する。 

   政策経営部企画政策課 保健所保健予防課 経済観光部産業観光課 経済観光部北

部丘陵整備課 都市づくり部土地利用調整課 教育委員会事務局学校教育部保健給食課 

 

第４ 委員長 

１ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理

する。 

 

第５ 会議 

１ 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めること

ができる。 

 

第６ 庶務 

委員会の庶務は、経済観光部農業振興課において処理する。 

 

第７ 委任 

この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に

諮って定める。 

 

附 則 
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１ この要綱は、２０１６年２月１日から施行する。 

２ この要綱は、２０１７年３月３１日限り、その効力を失う。 
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 ４．第４次町田市農業振興計画策定検討委員会委員名簿 

所 属 役 職 氏 名 備 考 

明治大学 

農学部食料環境政策学科 
准教授 橋口 卓也 学識経験者 

消費生活センター 

運営協議会 
副会長 福岡 ひとみ 消費者 

合同会社旬彩坊 代表社員 岡野 英之 流通事業者 

町田市 

農業委員会 
会 長 吉川 庄衞 町田市農業委員会 

町田市農業協同組合 

野菜部会 
 中溝 章雄 市内農業者 

町田市農業協同組合 

青壮年部会 
 細野 修一 市内農業者 

特定非営利活動法人 

たがやす 
事務局長 斎藤 恵美子 農業系法人 

町田市農業協同組合 

経済部 
部長代理 鈴木 裕孝 町田市農業協同組合 

東京都農業振興事務所 

農務課農政係 
課長代理 今安 典子 東京都 

東京都南多摩 

農業改良普及センター 

主任 

普及指導員 
小林 和郎 東京都 

東京都農業会議 事務局長 北澤 俊春 東京都農業会議 

 

 ５．第４次町田市農業振興計画策定庁内検討委員会委員名簿 

課 名 役 職 氏 名 備 考 

経済観光部農業振興課 課 長 溝口 明 委員長 

経済観光部産業観光課 課 長 井上 誠 副委員長 

政策経営部企画政策課 担当課長 村上 和久  

経済観光部北部丘陵整備課 課 長 廣瀬 典久  

都市づくり部土地利用調整課 課 長 杉山 祐介  

保健所保健予防課 担当課長 古味 斉  

学校教育部保健給食課 課 長 佐藤 浩子  
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